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(57)【要約】
　基板が、ホログラム（２０、６）をもたらす回折構造
を備えている。回折構造は、ホログラフィ像を、前記ホ
ログラフィ像が前記基板の主要面に対する或る入射角度
で前記基板の前記主要面に入射する参照光に応答して生
成されるようにエンコードしており、前記入射角度は２
０°以下である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホログラムをもたらす回折構造を備えている基板であって、
　前記回折構造は、前記基板の主要面に対する或る入射角度で前記基板の前記主要面に入
射する参照光に応答してホログラフィ像が生成されるように、前記ホログラフィ像をエン
コードしており、
　前記入射角度は、２０°以下である
　基板。
【請求項２】
　前記入射角度は、１５°以下であり、好ましくは少なくとも５°であり、最も好ましく
は実質的に１０°、あるいは８．５°～１０°の間である、
　請求項１に記載の基板。
【請求項３】
　前記ホログラフィ像が、前記基板の前記主要面に対する前記入射角度で前記基板の前記
主要面の外面に入射する参照光に応答して生成される、
　請求項１または２に記載の基板。
【請求項４】
　前記基板の前記主要面が、前記基板と真空または流体との間の界面を形成している、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の基板。
【請求項５】
　前記流体が、空気である、
　請求項４に記載の基板。
【請求項６】
　前記基板の前記回折構造が、透過ホログラムをもたらす、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の基板。
【請求項７】
　ハロゲン化銀を含む、
　請求項１～６のいずれか一項に記載の基板。
【請求項８】
　前記ハロゲン化銀の粒子サイズが、２０ｎｍ以下である、
　請求項７に記載の基板。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の基板と、参照光源とを備えており、前記参照光源
が、前記入射角度で前記基板の前記主要面に入射するように参照光を発するように構成さ
れている、
　ホログラム装置。
【請求項１０】
　前記光源が、Ｐ偏光の参照光を発するように構成されている、
　請求項９に記載のホログラム装置。
【請求項１１】
　前記参照光源が、コヒーレントまたは実質的にコヒーレントな光の発生源であり、好ま
しくはレーザダイオードである、
　請求項９または１０に記載のホログラム装置。
【請求項１２】
　前記参照光源からの参照光を前記基板の前記主要面に反射させるように構成された反射
面を備えている、
　請求項９～１１のいずれか一項に記載のホログラム装置。
【請求項１３】
　前記回折構造が、長さおよび前記長さに垂直な幅を有しており、前記長さが、前記入射
角度で入射する参照光の伝播の方向に垂直であり、前記装置が、前記参照光源からの参照
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光を、前記回折構造の少なくとも全長を照明するよう、前記回折構造の前記長さに平行な
方向に発散させるように構成されている、
　請求項９～１２のいずれか一項に記載のホログラム装置。
【請求項１４】
　ホログラムの製造方法であって、
　物体を第１の光ビームで照明し、前記物体からの散乱光を感光媒体に通すステップと、
　前記第１の光ビームとコヒーレントである第２の光ビームで、前記感光媒体を照明する
ステップであって、前記第２の光ビームが、前記感光媒体の法線に対して少なくとも７０
°の角度で前記感光媒体に入射し、その後に前記感光媒体から由来するホログラムを製造
する、ステップとを含む
　方法。
【請求項１５】
　前記ホログラムを製造するステップが、請求項１～８のいずれか一項に記載の基板を製
造するステップを含む、
　請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホログラフィ像は、ホログラムを参照ビームで照明することによって形成される。参照
ビームの発生源は、ホログラムが完全に照明されるように補償するために充分に離して配
置される。ホログラフィ像の再現に使用される現状の技術は、比較的かさばる光源および
照明システムを使用している。
【０００３】
　公知のホログラムシステムが、例えばＳａｘｂｙ　Ｇ．Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｈｏｌｏ
ｇｒａｐｈｙ．Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，Ｐ
ｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ　２００４およびＬｕｄｍａｎ　Ｊ　ｅｔ　ａｌ，Ｅｄｉｔｏｒ
ｓ，Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ，Ｓｐｒｉ
ｎｇｅｒ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，２００２に記載されている。
【０００４】
　現状のシステムは、得られるコンパクトさの程度に限界がある。伝統的なホログラムの
照明は、光源をホログラムプレートからかなり離して配置することを必要とする。これが
、ホログラム表示装置をかさばるものにする。
【０００５】
　また、先行技術のシステムは、一般に、垂直に対して７１°を超える大きな照明の角度
を避けている。これは、照明の角度、記録媒体における物体波の角度、およびホログラム
に結合する光が、記録媒体および基板の屈折率によって制限されるからである。垂直に対
するそのような大きな角度において失われる光が、不都合となりうる。
　コンパクトな光学系における光学収差も、制約となりうる。
【０００６】
　他の技術として、全反射（ＴＩＲ）ホログラムおよびエッジ照明ホログラムが挙げられ
る。直面される典型的な課題は、基板における複数回の反射に起因する「木目（ｗｏｏｄ
－ｇｒａｉｎ）」作用である。
【０００７】
　木目作用に関して、エッジ照明ホログラムにおけるフレネル反射が、上述の「Ｈｏｌｏ
ｇｒａｐｈｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ」の第３章においてＭｅ
ｔｚによって検討されている。
【０００８】
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　エッジ照明ホログラムにおいては、光が研磨されたエッジを通ってホログラム基板に進
入する。光が基板内を伝えられ、基板／空気および基板／ホログラムの境界に浅い角度で
出会う。これらの境界においてスプリアス反射が生じる可能性があり、干渉を生じ、木目
によく似たパターンを生じさせる可能性がある。これは、非効率的かつ観察者にとって煩
わしい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｓａｘｂｙ　Ｇ．Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｙ．Ｉｎｓ
ｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉ
ａ　２００４
【非特許文献２】Ｌｕｄｍａｎ　Ｊ　ｅｔ　ａｌ，Ｅｄｉｔｏｒｓ，Ｈｏｌｏｇｒａｐｈ
ｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｎｅｗ　Ｙｏ
ｒｋ，２００２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、優れたホログラム、ホログラム装置、およびホログラムの製造方法を提供し
ようと試みる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、ホログラムをもたらす回折構造を備えている基板であって、
前記回折構造が、ホログラフィ像を、前記ホログラフィ像が前記基板の主要面に対する或
る入射角度で前記基板の前記主要面に入射する参照光に応答して生成されるようにエンコ
ードしており、前記入射角度は、２０°以下である基板が提供される。
【００１２】
　ホログラムは、空間内に像を生成するために使用される。本発明の実施形態は、そのよ
うな像をきわめてコンパクトな構成で照明することを可能にする。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態は、きわめて浅い角度の参照光によって照明されたときにホ
ログラフィ像を生成することができる基板を提供する。これは、参照光の発生源を基板（
ホログラムプレートとも称される）に近接させて配置することができ、コンパクトなホロ
グラム装置の製造を可能にすることができることを、意味することができる。ホログラム
照明パッケージを、コンパクトな外皮の内部に収容することが可能になり、先行技術にお
いて一般的な大型の装置が不要である。
【００１４】
　ホログラムの記録に用いたものと同じ波長、配置、および光学を有する参照光による再
生（すなわち、基板を参照光で照明し、ホログラフィ像の観察を可能にする）が、光学系
の収差の打ち消しを可能にする。
【００１５】
　好ましくは、前記入射角度が１５°以下であり、好ましくは少なくとも５°であり、最
も好ましくは実質的に１０°、あるいは８．５°～１０°の間である。光の損失が強烈（
５０％）でなく、干渉アーチファクトを管理することができる有用な領域は、基板の法線
に対して８０～８１．５度の間である。
【００１６】
　好ましくは、前記基板の前記主要面が、基板と真空または空気などの流体との間の界面
を形成する。これは、先行技術のエッジ照明ホログラムと比べ、はるかに複雑でない装置
をもたらすことができる。
【００１７】
　好ましい実施形態は、物体のホログラフィ像を、多数の先行技術のエッジ照明ホログラ
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ムと比べて基板からより大きい距離に生成することができる。
【００１８】
　本明細書の全体を通じて、高角度または大きい角度とは、基板の法線に対する角度を指
し、小さい角度または浅い角度とは、基板の表面に対する角度を指す。
【００１９】
　好ましくは、基板の回折構造が、透過ホログラムをもたらし、基板の前記主要面が、後
面である。
【００２０】
　いくつかの実施形態においては、基板が、好ましくは２０ｎｍ以下の粒子サイズを有す
るハロゲン化銀を含む。ハロゲン化銀材料は、感光性樹脂材料よりもはるかに敏感であり
、したがって記録段階における記録材料への結合において多くの光が失われるこの用途に
とってはるかに実用的である。高い分解能および少ない散乱を保証するために、小さな粒
子サイズが好ましい。
【００２１】
　先行技術の多くは、屈折率の問題ゆえにハロゲン化銀を排除している。基板と乳剤との
間の屈折率の差が、光の損失および迷反射を引き起こす可能性がある。
【００２２】
　好ましい実施形態は、小さな粒子サイズを有するきわめて高分解能のハロゲン化銀材料
を使用する。これが、大きな入射角度の単純な発散の球面の波面による記録および再生を
可能にしている。基板のエッジを通じての照明の仕様と異なり、再生の条件を記録の条件
に正確に一致させることができ、きわめて大きい深度が再現される像において達成される
。
【００２３】
　いくつかの実施形態においては、基板が感光性樹脂を含む。
【００２４】
　本発明の一態様によれば、上述のとおりの基板と、参照光源とを備えており、参照光源
が、前記入射角度で基板の前記主要面に入射するように参照光を発するように構成されて
いるホログラム装置が提供される。
【００２５】
　ホログラフィ像の照明または再生のための最も光の損失が少ない構成は、Ｐ偏光の参照
光によると考えられる。この偏光は、ホログラムおよび基板により容易に結合させられ、
効率的な再生のために好ましい。Ｓ偏光は、内部反射に起因する望ましくない影響を最小
限にするために、記録においてより有用である。
【００２６】
　好ましくは、参照光源が、レーザ源またはＬＥＤなど、コヒーレントまたは実質的にコ
ヒーレントな光の発生源である。コヒーレンス深度がホログラムの深度に関係し、したが
って例えばＬＥＤを使用することができるが、ホログラムについて浅い深度しか可能にし
ないと考えられる。好ましい実施形態においては、参照光源が、２つの相互に交わる平面
（どちらも光ビームの伝播の方向を含み、したがって光ビームの伝播の方向に平行である
）のうちの一方における発散が他方における発散よりも大きい光ビームを発するように構
成されたレーザダイオードである。参照光源は、より大きな発散の平面を基板の前記主要
面に実質的に平行にして光ビームを発するように構成されている。これは、ビームが基板
に実質的に平行な平面において基板に向かって発散するよりも迅速に発散するがゆえに、
参照光源を基板に近接させて配置することを可能にできる。したがって、ビームが基板に
入射するときまでに、ビームの伝播の方向を横切る方向に基板の前記主要面に対して平行
に広がっており、したがってビームが、発散の少ないビームまたは伝播の方向に垂直なす
べての方向に同様な量だけ発散するビームにおいて可能であると考えられるよりも、基板
の前記主要面のより大きな面積を照らすことができる。
【００２７】
　基板への参照光源の近接は、コンパクトさにとってより良好であるが、好ましくは、ビ
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ームをホログラムプレートを覆うことができるように充分に発散させる充分な経路長がも
たらされる。
【００２８】
　一般に、レーザはあまりコンパクトではない。本発明の実施形態は、レーザダイオード
を使用してよりコンパクトな装置を生み出す。
【００２９】
　いくつかの実施形態においては、装置が、参照光源からの参照光を基板の前記主要面に
反射させるように配置された鏡などの反射面を備える。いくつかの実施形態においては、
反射面が、上述と同じ様相で、２つの相互に交わる平面（どちらも参照光の伝播の方向を
含み、したがって参照光の伝播の方向に平行である）のうちの一方における参照光の発散
が他方における参照光の発散よりも大きくなるように配置される。いくつかの実施形態に
おいては、装置が反射面を含むが、参照光源を含まない。
　いくつかの実施形態においては、回折構造が、長さおよび長さに対して垂直な幅を有し
ており、長さが、前記入射角度で入射する参照光の伝播の方向に垂直であり、装置が、参
照光源からの参照光を、回折構造の少なくとも全長を照明するように、回折構造の長さに
平行な方向に発散させるように構成される。好ましくは、装置が、参照光を、回折構造の
少なくとも全幅を照明するように、回折構造の長さに垂直な方向に発散させるように構成
される。いくつかの実施形態においては、発散が、レンズまたは反射面などの光学要素に
よって引き起こされる。いくつかの実施形態においては、発散が、例えば参照光源または
レーザダイオードの選択によって引き起こされる。
【００３０】
　好ましくは、基板の回折格子が透過ホログラムをもたらし、基板の前記主要面が後面で
あり、装置が基板の後部に光吸収性の背景を備える。これは、基板からの望ましくない反
射および散乱を吸収することができ、より明瞭なホログラフィ像の生成を可能にする。
【００３１】
　本発明の一態様によれば、上述のとおりの基板の製造方法が提供される。これを、感光
媒体の法線に対して大きな（高い）入射角度にある参照光ビームでホログラムを記録する
ことによって達成することができる。
【００３２】
　本発明の一態様によれば、ホログラムの製造方法であって、
【００３３】
　物体を第１の光ビームで照明し、前記物体からの散乱光を感光媒体に通すステップと、
　前記第１の光ビームとコヒーレントである第２の光ビームで、前記感光媒体を照明する
ステップであって、前記第２の光ビームが、前記感光媒体の法線に対して少なくとも７０
°の角度で前記感光媒体に入射し、その後に前記感光媒体から由来するホログラムを製造
する、ステップとを含む方法が提供される。
【００３４】
　ホログラムを記録するためのいくつかの実施形態においては、感光媒体をリグに配置し
て参照光で照明することができ、参照光はファイバからの通常の円形ビームであり、ファ
イバもリグに固定される。次いで、ホログラムを感光媒体から製造することができる。再
生のために、ホログラムを同一のリグ（ただし、ファイバが位置していた場所にＬＥＤを
備える）に配置することができる。
【００３５】
　本発明の好ましい実施形態が、以下で、あくまでも例として、添付の図面を参照して説
明される。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】透過でホログラフィ像を生成するホログラム装置の概略図である。
【図２】ホログラフィ像を生成するホログラム装置であって、照明ビームの経路が鏡で折
り返されているホログラム装置の概略図である。
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【図３】反射によってホログラフィ像を生成するホログラム装置の概略図である。
【図４】使用時の光線を示しているホログラム装置の概略の平面図である。
【図５】図４のホログラム装置の斜視図である。
【図６】図４および５のホログラム装置の別の斜視図である。
【図７】厚いカバーガラスを介して基板を照明することによってホログラフィ像を生成す
るホログラム装置の概略図である。
【図８】複数の像を異なる深度に生成するホログラム装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
ホログラムの記録
　ホログラムは、一方が物体から生じ、他方が参照源から生じる２つのコヒーレントな波
面によって生成される干渉パターンを感光媒体に記録することによって作られる。感光媒
体は、通常は、ガラス、シリカ、またはプラスチックなどの材料から作られる透明な基板
によって支持される。
【００３８】
　一実施形態においては、感光媒体が、感光性樹脂層であってよい。この材料の屈折率が
、記録プロセスの際に照明によって変更され、感光性樹脂層への結合の効率が高められる
。
【００３９】
　別の実施形態においては、感光媒体が、ゼラチン材料中のハロゲン化銀であってよい。
ハロゲン化銀材料の湿式処理の後の収縮の問題が、周知である。収縮は、通常は、ホログ
ラムの再生のための光学的条件を変化させ、効率的な大入射角ホログラムの作成をさらに
困難にする。
【００４０】
　電子的な記録が可能であり、薄いデジタルフォログラフィカメラが開発されている（Ｈ
ａｈｎ　Ｊ　ｅｔ　ａｌ，Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　ｖｏｌ　５０（２４）ｐｐ４
８４８－４８５４，２０１１を参照）。
【００４１】
　垂直に対して大きな角度で照明されるホログラムにおいて、種々の問題がこれまでに存
在してきたが、多くは再生にレーザが使用されるときに解消される。例えば、より大きな
角度におけるより大きな分散、すなわち色のにじみを生じさせる色分散の増大が、結果と
して、より狭い線幅の照明光源を必要とする。
【００４２】
照明の幾何学
　本発明の実施形態は、装置をコンパクトにすることを可能にする。ホログラムを記録す
るために、参照源からの光が、垂直に対する大きな角度（７０°よりも大きい）で記録媒
体に入射する。記録は、参照光源２２などから特定の条件下で照明されたときに再現され
たホログラフィ像２６を眺める観察者２４に光を向け直すホログラム２０をもたらす回折
構造を含む基板を生じるように処理される（図１）。図面に示されるすべての実施形態に
おいて、参照源からの光が垂直に対して少なくとも７０°の角度でホログラムプレートま
たは基板に入射することを、理解できるであろう。
【００４３】
　一実施形態においては、光の経路が直接であり、照明ビームの光源２２が、コンパクト
な装置を生み出すためにホログラムから短い距離に配置される（図１）。
【００４４】
　本発明の別の実施形態においては、照明ビームの経路が、平面鏡２８を使用して折り返
される。鏡を、ホログラム基板に対してほぼ垂直に配置することができ、あるいは基板に
ほぼ平行に配置することができる（それぞれ、図２ａおよび２ｂ）。
【００４５】
　別の実施形態においては、ホログラム２０が、前側から照明される。鏡２８が、ビーム
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の経路を折り返してホログラム２０を大きな入射角度で照明するために使用される（図３
）。
【００４６】
ホログラム装置
　ホログラムが浅い角度で照明されるコンパクトな完結したユニットの具体的な実施形態
が、特に図４～６を参照して後述される。
【００４７】
　ユニットは、奥行き２ｃｍの箱（１）を備えている。箱の中に、この場合には電池保持
ユニット（９）に保持された電池（３）によって駆動されるレーザダイオード（２）が位
置している。他の実施形態においては、ユニットが、充電式の電池、または電源、あるい
はコンピュータからのＵＳＢによって駆動される。
【００４８】
　ダイオード（２）は、関連の電子機器を備えるＰＣＢ（４）によって駆動される。ダイ
オードのビームが、ユニットの反対側に位置する鏡（５）に直接向けられ、鏡（５）が、
回折構造を備える基板にビームを中継し、基板の後ろ側の主要面に２０°未満の浅い角度
でホログラム（６）がもたらされる。この例では、ビームが、鏡の該当の位置からホログ
ラムの中心へと測定されたときに、８．５度でホログラムに進入する。
【００４９】
　この例では、ビームが、ビームの長軸をホログラムの短い寸法または上下方向に一致さ
せた楕円形である。ビームは、ＬＥＤ材料のスリット状の寸法ゆえに強い楕円形で現れる
。ビームの短軸は、使用される浅い角度においてプレートの全長を照明するために充分で
ある（この例では、ビームがホログラムに進入する地点におけるビームの短軸について０
．７５インチまたは２０ｍｍで充分である）。
【００５０】
　しかしながら、プレートの上下方向の広がりは、２インチまたは５０ｍｍであり、ビー
ムが、最初にホログラムプレートに衝突する出発点においてそれを（長軸において）包含
しなければならない。
【００５１】
　このユニットにおいて、これがダイオードのそのままの出力であるため、この特定の構
成においてはレンズが不要である。ビームが、半導体レーザの特性ゆえに楕円形である。
このビーム形状に一致するスリット（１０）が、無関係な光を除くことによってホログラ
ムからレーザダイオードを分離させる。ユニットは、電源のオン／オフのためのトグルス
イッチ（７）を有している。
【００５２】
　図４が、ホログラムの中心１６、ホログラムの縁１８、および鏡５の第１の表面に対す
るレーザダイオード２からの中心光線１２および周辺光線１４の使用時の経路を示してい
る。
【００５３】
　ホログラフィ像の眺めは、ホログラフィ像の明瞭な視認を妨げかねない迷光または偽の
アーチファクトがホログラムの背後から視認されることを防止する光吸収黒色材料（８）
をハウジングの内側に利用することによってさらに改善される。
【００５４】
　また、ユニットは、ホログラムを眺めるように指定の間隔でユーザに通知を行なうこと
ができるタイミング回路をさらに備えることができる。次いで、タイミング回路は、表示
装置を照明してホログラフィ像を生成するためにレーザダイオードをオンにすることがで
きる。
【００５５】
　本発明の別の実施形態においては、ホログラム２０の平面が、厚いカバーガラスまたは
プリズム３０の１つの面であり、ビームを折り返す鏡２８が、同じ厚いカバーガラス３０
の端面である。これは、安定した形状を有する一枚岩的な構造をもたらす（図７）。
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【００５６】
　図７が、図２ａの頑丈な変種を示しており、光学的な整列がより容易に維持される。光
学ブロック３０が、ホログラム２０を支持するとともに、鏡２８の表面も含む。
【００５７】
　本発明の別の実施形態においては、照明ビームの経路が、球面鏡を使用して折り返され
る。球面鏡は、参照ビームの広がりに貢献する屈折力を有しており、よりコンパクトなス
ペースの使用を可能にする。
【００５８】
　いくつかの実施形態においては、ホログラフィ像が、ホログラム基板から１つ以上の所
定の有限の距離に再現される像要素を含むことができる。他の実施形態においては、ホロ
グラフィ像が、無限遠に再現される像要素を含むことができる。
【００５９】
　図８に示した別の用途においては、参照光源９５によって照明されたホログラム９０に
よって生成された真の視像を使用することができる。真の像１００を、可動のスクリーン
１１０または表面に投影することができ、一用途においては、奥行きゲージが、フォーカ
シングキュー（ｆｏｃｕｓｉｎｇ　ｃｕｅ）を使用して真のホログラフィ像のうちのどれ
が試験対象の物体に一致するかを判断することにより、観察者１２０が真の物体までの距
離を測定または推定し、あるいは真の物体の存在を判断することを可能にする。
【００６０】
　一実施形態においては、ホログラム９０が、十字線ターゲットなどの基準マークの二次
元の像を生成する。別の実施形態においては、ホログラム９０が、異なる距離に一連の二
次元の像１００を生成する。別の実施形態においては、ホログラム９０が、連続的な三次
元表面の検証を可能にするために、格子線の連続的な三次元の像１００を生成する。
【００６１】
　例えば、これを、車体パネルの測定（大きな尺度）または細胞の微視的な測定（小さな
尺度）に適用することができる。
【００６２】
本発明の実施形態の用途
　診断および治療の器具の使用を可能にするためのコンパクトな眼科用の固視標。
　広告。
　ゲーム。
　ヘッドアップディスプレイ。
　視力検査。
　種々の奥行きに位置するホログラムを用いる立体視力。
　レンズの中心が視軸に位置するような眼鏡のフィッティング。小さな誤差が特定の処方
において眼の疲れを引き起こすがゆえに、累進レンズおよび他の特殊レンズのための眼鏡
フレームのフィッティングにおけるより良好な保証のために瞳孔間隔測定システムと併せ
て使用することができる。
　画像表示ユニットまたは顕微鏡検査における眼の疲れの緩和。
【００６３】
利点
　本発明の実施形態は、重くて複雑かつかさばる光学システムを必要とすることなく像を
生成するという効果を達成する単純で軽量な光学装置を提供する。これは、現実的な着用
の表示装置の使用を促進する。
【００６４】
　例えば、これは、人間の眼の無限の調節を（８ｍの光学経路を有さない）小さな空間で
達成できることを意味する。
【００６５】
　ホログラムを、大量生産のために低コストで複製することができる。
【００６６】



(10) JP 2014-529768 A 2014.11.13

　本発明の実施形態の特徴および変更を、所望のとおりに組み合わせ、さらには／あるい
は入れ換えることができる。
【００６７】
　本出願は、英国特許出願第１１１５２０８．９号からの優先権を主張し、この英国特許
出願およびこの英国特許出願に添えられた要約における開示が、ここでの言及によって本
明細書に組み込まれる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】 【図８】
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【国際調査報告】
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